
【用途廃止申請　⇒　売払申請　の流れ】

※契約書に印紙貼付（割印）

※登記承諾書交付

※登記完了後

      ④用途廃止申請書

⑥現地調査

○町内会・生産組合・土地改良区等

○国・県管理の道路・河川に隣接する
   場合はその管理者
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②同意申請

③同意

申
　
　
　
請
　
　
　
人

（
代
　
理
　
人

）

      ⑤現地調査日通知

　　　⑪売買契約締結

      ①事前相談

『用途廃止申請書』『普通財産売払申請書』を同時に提出す
ることも可

　　　⑩土地売買代金支払い

      ⑨土地売買契約書・納付書

      ⑦用途廃止通知書

      ⑧普通財産売払申請書

 ～ 一般的な『土地売買契約書』『納付書』発行までの日数
～
 

『現地調査』後約２週間

     　⑫登記済書（コピー）


